
A市 B市 C市 E市 F市 G市 H市 I市 K市 地方税共同機構

4 印字 償却 帳票

No.1

6~18

- 印の要否 要否について検討 償却資産申告書における「印」は不要となりました。 　事務局方針のとおりといたします。

6 印字 償却 帳票

No.9

2

- 住所又は所

在地

氏名又は名

称

納税管理人等を想定。検討中。 【全団体】

2021年4月全国意見照会時点の帳票「92_償却資産証明書」について納税管理人等情報（住所又は所在地、氏名又

は名称）を印字する必要性について確認させてください。

●

償却資産に納税管理人は付設しないた

め、必要ではない。

当市では必要ないと考えます。（所有

者（納税義務者）が死亡している場合

は、〇〇様（●●様分）と印字してい

ますが、納税管理人等の情報は印字し

ていません。）

必ずしも必要なものではないと考えるが、

現行帳票では印字項目としてあります。

印字の必要はないと考えます。 当市では該当する帳票を運用していな

いため、実績に基づく必要性の意見はあ

りません。

納税管理人が誰であるかは証明事項で

はないため、証明書への記載は不要で

あると考えられます。また、納税管理人の

権限はあくまで納税に関する一切の権

限なのであって、証明事項との直接の関

係はないと考えます。

【参考：固定資産税逐条解説】

「納税に関する一切の事項」とは、～中

略～賦課徴収又は還付に関する書類

の受理はもとより、過誤納金還付の請

求、受領もこれに含まれると解されるが、

申告は含まれない。

特に必要性は無いかと思います。 なくても良いと思います。当市現行システ

ムでは、「償却資産証明書」自体が存

在しません。次期システムでは、「償却資

産証明書」は実装されていますが、納税

管理人の情報は印字されない様式で

す。

必要がない 特になし。 ■回答集計

回答団体すべて：必要なし

※ただし、C市では印字項目としてあり

■事務局

「92_償却資産証明書」には納税管理人等情報（住所又は所在地、氏名又は名称）を記載しないこと

といたします。

（C市）

上記方針に業務上支障があるか確認させてください。

●

8 印字 償却 旧帳

票

No.1

60

・名寄

帳兼

（補

充）

課税

台帳

- 名寄帳におけ

る償却に係る

印字項目

・本帳票の印字項目のうち、償却資産に

係る印字項目については、納税通知書

における土地家屋と償却資産で分けるこ

との法の整理と合わせて、再度整理する

【全団体】

納税通知書と同様に、償却資産のみの名寄帳兼（補充）課税台帳が実務上必要な場面があるか教えてください。

●

償却資産のみの名寄帳は不要。義務

者の資産全体を確認できる方が利便性

が高い（納税者への説明や、閲覧）た

め、名寄帳には、種類単位に合計した

償却資産の決定価額・課税標準額を

出力する必要がある。

当市では必要ないと考えます。（実務

上、償却資産のみの名寄帳を交付する

事例がありません。）

前提として、確認事項の「納税通知書と

同様に」の意味を捉えきれていませんが、

土地・家屋／償却で納税通知書を分け

ているということだとすれば本市は分けて

はいません。償却資産の課税台帳につ

いては、証明請求、閲覧の際に使用して

います。

納税義務者より土地・家屋と合わせて

償却資産の名寄せを求められることがあ

るため必要。

当市では、償却資産のみの課税台帳

を、名寄帳として交付しています。

地方税法第387条の規定によれば、名

寄帳は土地・家屋に係るものであるた

め、償却資産については名寄帳整備必

要性はないと考えます。また、実務上に

おいて必要な場面は想定されません。

償却資産の課税明細は納税通知書に

記載されないため、納税義務者の請求

に応じて交付する必要がある

所有者より登録内容の確認等のために

求められることがあります。システムに登

録された内容を地方税法施行規則第

26号様式、同様式別表（明細）の形

式に印刷し、交付しています。

また、同帳票を、入力内容の確認・決

裁用の内部帳票としても利用していま

す。

K市では現行、土地家屋・償却で分け

て課税をしている。各種証明書・名寄せ

帳は印字項目が土地家屋と償却資産

で大きく異なることから分けて出力してい

るが、技術的に可能であれば分ける必

要はない。

特になし。 ■回答集計

必要：４団体　E市、F市（課税台帳を提示）、H市（課税明細として提示の必要性あり）、I市（種

類別明細を提示）

不要：5団体　A市、B市、C市、G市、K市

■事務局

質問の意図が明確でなく大変失礼しました。

償却資産のみの名寄帳兼（補充）課税台帳については、既に「償却資産課税台帳」を定義しております

ので、そちらで対応可能と考えていますが、よろしいでしょうか。

●

11 機能 償却 3.1.1

.

2309 大規模の償

却資産フラグ

【団体意見】

「大規模の償却資産フラグ」について

は，法第349条の4該当分に関しては

自動的に集計の上，帳票又は画面に

表示されるようにしていただきたい。

地方税法法第349条の4及び法第740

条に規定される償却資産に関しては道

府県で賦課決定を行うものであり，納

税義務者などの情報把握が必要。

これら条文は一の納税義務者が所有す

る全資産についての条文であるため，電

算上作成される台帳と設定された条件

の組み合わせで自動的に表示されること

が必要。（３．１．２６．とも関

連。）

償却資産に係るシステム上の課税台帳の管理方法について、「市町村決定分、知事配分、大臣配分」を同一の課税台帳

上に管理している団体、それぞれ別の課税台帳上で管理している団体がおりますが、APPLIC税TFにも確認した結果、どちら

の実装でも許容することといたします。

＜総務省より質問＞

　償却資産に係るシステム上の課税台帳の管理方法について、「市町村決定分、知事配分、大臣配分」を同一の課税台帳

上に管理している団体、それぞれ別の課税台帳上で管理している団体がありますが、標準化すべきか（データ移行の阻害要

因になっているか）確認させてください。

　なお、それぞれ別の課税台帳上で管理する場合においては、「市町村決定分、知事配分、大臣配分」の各課税台帳を合

算する機能を仕様化する必要があると考えております。

＜APPLIC税TF＞

「市町村決定分、知事配分、大臣配分」を同一の課税台帳上に管理している団体、それぞれ別の課税台帳上で管理してい

る団体がありますが、データ移行の阻害要因にはなっていません。

大臣配分、知事配分の情報は4/1を過ぎて、通常課税分とは別で市町村に提供されることが多いため、実務上は別々で入

力することになります。

配分義務者が「通常課税分があるか否か」を確認しながら入力する手間もあり、それぞれ別々で入力している自治体が多いと

思います。

上記を鑑みたときに別々で入力して合算して課税できる機能が理想的だと感じますが必須かと言われるとそうでもないと思いま

す。

課税台帳を１つにするか別にするかという点ではなく、

（必須機能）配分を管理できる(3.1.1)。納税義務者ごとに１つで課税できる(6.2.1)。

（オプション機能）配分を別で管理でき、合算して課税できる。

という整理が自然と考えます。

異議なし（APPLIC税TF様の案） 回答要否が「●」になっていません

がコメントします。

本項目の内容は、大規模償却

資産について（人口規模に応じ

て、課税標準額が法第349条の

４規定の額を超える納税義務者

を自動で判別できること）につい

てですが、事務局方針欄に書か

れているのは、大臣配分・知事配

分と市町村長決定分の管理方

法（同一の納税義務者（宛名

番号）に対し、配分資産と市町

村長決定分を登録でき、合計し

た課税標準額を基に課税できる

こと）についてです。

全く論点が違うのではないでしょう

か。

■事務局

（I市）

　団体ご意見の機能については、EUC機能で抽出することで実現することが可能と考えております。

また、3.1.26.に大規模の償却資産及び新設大規模償却資産の課税標準額の算出機能を要件化して

おります。

17 機能 償却 3.1.1 2267 調定変更日 【団体意見】

・調定変更日

APPLIC税TFにも確認した結果、固定資産税システムと収納システムで調定情報を紐づけるための項目については、標準仕

様書上要件化しない（どのような項目で紐づけるかは事業者のPKG仕様にあわせる）ことといたします。

＜総務省より質問＞

■QA #113

事業者固有の項目（例えば物件を一意に決めるコード等）を限定しない場合は、今後、全国の自治体でシステム移行の

際にデータ移行の費用が発生し続けると認識しております。その上で、事業者固有の項目（例えば物件を一意に決めるコー

ド等）を限定したほうがよいか、しないほうがよいか、理由も含めてご意見をお聞かせください。

■QA #170

紐づけのための項目（固定資産税システムと収納システムで調定情報を紐づけるための項目など）を標準化すべきか（デー

タ移行の阻害要因になっているか）、ご意見をお聞かせください。

＜APPLIC税TF＞

■QA #113

データ移行の際は、標準インターフェースとなる中間標準レイアウトを使用する認識ですので、ＤＢ構造を限定してもしなくても

移行費用に変わりはないと考えます。

事業者固有の項目は各社の創意工夫による便利機能のための項目もあるため、限定するのは難しいと考えます。

■QA #170

データ移行の阻害要因になったことはありません。

現時点では記載しないこととしますが、今後の各税目と収滞納システムとのデータ連携項目等の全体方針

を踏まえ、検討することとします。

18 機能 償却 6.6.3

.

3431 免税点 【団体意見】

・免点以上、免点未満を選択して作成

できること。（免点は、前年度の資産を

基に本年度試算した額で判定）

以下のとおり、機能要件として追加させていただきます。

　全国意見照会No.3071

　　『6.1.4.の下に実装すべき機能として以下の要件を追加する。

　　　「土地、家屋、償却資産毎に免税点を設定できること。」』

【全団体】

帳票の出力条件としては、特段記載しませんが、この方針でよろしいか伺います。

●

市区町村単位で免税点を設定すると言

う事であり、資産単位（資産1は30

万、資産2は10万）

に免税点を判定すると言うことでなけれ

ば、承知した。

資産単位との意味であれば、承知でき

ない。

免税点を設定できるが、設定しない選

択もできるのであればよろしいと考えま

す。（現行システムでは、免税点の設定

はしておらず、名寄せされた土地・家屋・

償却資産ごとに合計課税標準額が免

税点以上か未満かを判定していま

す。）

問題なし。 問題ありません 異議なし。 概ね問題ない。 異議なし 参照ファイルの【事務局用（検討経

緯）】統合版_機能要件（固定資産

税）_20210222.xlsx　は、WT構成

員にご提供いただいていますでしょうか。

何のことを訊かれているのか分かりませ

ん。　項番No.6.6.3や、事務局方針欄

の6.1.4はどの表の項番を指しています

か（全国照会時の機能要件6.1.4は

都市計画税の不均一課税について）

異議なし 特になし。 ■回答集計

異議なし：９団体　A市、B市、C市、E市、F市、G市、H市、K市、地方税共同機構

コメントあり：１団体　I市

■事務局

事務局方針のとおりといたします。

（A市、B市）

資産ごとに免税点判定をするものではなく、名寄せ後の土地、家屋、償却遺産ごとに判定することを想定し

ております。

（I市）

資料は10月の全国意見照会時点のものをベースとしております。

項番6.6.3.は団体ご意見の際に記載されていた項番であり、無視していただければと思います。

6.1.4.都市計画税の不均一課税の要件の下に新規要件として、本要件を追加する趣旨で記載しており

ます。

27 機能 償却 2232 増減なしの申

告者の取り扱

い

現年度処理に係るご意見か、大津市に

確認する。

その上で、ご意見の機能をオプション機能

とするか検討する

3.1.7.の機能について、現年度の申告情報を基に、次年度の課税台帳を作成する際の機能であるため、要件中の「前年

度」の記載を「現年度」に修正いたします。（「前年度の申告情報を基に、現年度の課税台帳を作成する」という記載でも同

様の機能となりますが、土地・家屋側の記載にあわせております。）

＜参考：3.1.7.修正案＞

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の償却資産課税台帳をコピーし、次年度向け償却資産課税台帳を作成できるこ

と。その際、現年度申告有の償却資産課税台帳のみをコピーするか、現年度申告有・無の償却資産課税台帳どちらもコピー

するか選択できること。

また、現年度の償却資産課税台帳上の評価額及び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却資産課税台帳に設定

できること。

さらに、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者については、次年度向け償却資産課税台帳を作

成しないようにできること。

【全団体】

そのうえで、機能WT⑩で検討いたしました、全国意見照会No.2232の検討結果「増減なしの申告について、所有者名又

は所有者コードにより、一括登録、更新処理ができること。」をオプション機能として追加することについては、上記要件に包含

されると考えられるため削除としたいと思いますが、問題ないかご確認ください。

●

承知した よろしいと考えます。 問題なし。 問題ありません 異議なし。 機能3.1.7は、翌年度の償却資産課税台帳

を作成する際に（正確には”課税台帳”の作

成ではなく、現年度の資産増減を反映させる

前の、いわば”たたき台”の作成）、前年度の

台帳内容を引き継ぐという”翌年度の課税に

向けた準備”をする機能を指しています（年

度切替処理）。一方、提案団体の意図は、

現に資産増減なしの申告書を提出してきた

事業者に対し課税しようとする場面におい

て、”資産増減なし＝直近の資産情報から評

価計算を行い、税額算出まで行うことが可能

である”ことから、受付日を入力して更新する

作業を一括に行うことができ、結果として大き

な業務効率化を実現できるというものだと考え

られます（課税処理の効率化）。つまり、機

能3.1.7と意見照会NO.2232は別次元の

話となりますので、要件から削除できるもので

はないと考えます。

　なお、本件の照会とは直接の関係はありま

せんが、標準仕様書に記載されている各項目

の粒度に鑑みると、本件は仕様書に記述する

にはやや詳細に過ぎる感があります。上述のと

おり、修正された3.1.7機能に内包されるため

という理由では要件から削除すべきではありま

せんが、仕様書全体の記載レベルという視点

では記載しない方がバランスの採れたものにな

ると考えます。（3.1.17及び3.1.24参照）

異議なし 事務局方針上段については同意です。

「【全団体】」以降の照会事項は、全く論

点が異なるのではないでしょうか。3.1.7

の機能要件に包含される論点ではない

と思います。3.1.7の機能は、年度切替

処理（次年度台帳作成）についてです

が、一方で、全国照会結果No,2232の

「増減なしの申告について（中略）一

括登録、更新処理ができること」というの

は、次年度台帳作成後、申告受付・入

力の段階での機能ではないでしょうか。

増減なしの申告をしてきた納税義務者

については、入力の簡略化のために、対

象者の宛名番号（申告日）や申告日

のリスト（Excel,csvなど）を作成のうえ

でシステムに取り込ませることで、一括で

「増減なし」（申告受付日のみ登録）

の更新をかけることができるようにするとい

う意味合いだと思います。

問題ありません。 特になし。 ■回答集計

異議なし：７団体　A市、B市、C市、E市、F市、H市、K市

コメント有：１団体　G市、I市

■事務局

事務局方針のとおりといたします。

（G市、I市）

機能WT⑩を実施した結果、3.1.17.の機能が以下のとおりとなるため、増減資産なしの申告情報（申

告はがきのパンチデータなどの電子データ）も一括で反映される認識です。

「申告情報の電子データ（パンチデータやOCRデータ）の取り込みができること。

取り込んだ申告情報を、現年度の償却資産課税台帳に一括で反映できること。反映に際して前年度の

償却資産課税台帳との差分が表示され、確認できること。」

事務局意見
事務局より

質問
分類

項番

/No.
資産

意見

照会
No. 構成員回答事務局方針　／　WT構成員向け確認事項

構成員回

答の要否
概要 内容
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A市 B市 C市 E市 F市 G市 H市 I市 K市 地方税共同機構
事務局意見

事務局より

質問
分類

項番

/No.
資産

意見

照会
No. 構成員回答事務局方針　／　WT構成員向け確認事項

構成員回

答の要否
概要 内容

32 帳票 償却 97 償却資産申

告書等

出力条件：増減申告と全資産申告を

別々に出力できること

上記について、事務局にて再度整理す

る。

【全団体】

帳票WT⑥で検討いたしました、全国意見照会No.97について、

出力条件として不要とする方針ですが、問題ないか確認させてください。

●

承知した よろしいと考えます。 問題なし。 問題ありません 帳票WT⑥で他市が回答されているよう

な、「出力順序の指定・任意出力」の機

能が確保され、「申告方法の別で出力

する／しないを選択する」運用ができるの

であれば、帳票そのものを別々に出力す

る機能は不要で問題ないと考えます。

都では、一般申告（前年度申告資産

から増減した資産を申告する形式）及

び電算申告（事業者が評価計算まで

行い、全資産明細を提出する形式）と

で、封筒に封入する帳票が異なります。”

出力条件：増減申告と全資産申告を

別々に出力できること”が、上記のとおり、

一般申告と電算申告で封入物を分ける

という趣旨ならば、本件出力条件は必

要です。

異議なし 増減申告を行う納税義務者に対して

は、申告書発送時に増加資産用・減少

資産用の種類別明細書をそれぞれ同封

しますが、全資産申告を行う納税義務

者（のうちサマリー登録としている対象

者）については、納税義務者側で全資

産明細を作成し提出することが殆どであ

るため、申告書のみを送付しています。ア

ウトソーシングで納品される申告書・明

細書が、申告区分に応じて分類されて

いないと、封入作業の効率が大幅に下

がります。

勿論、申告区分に応じて同封物を区別

しない（どの申告区分の納税義務者に

も、全ての帳票を送付する。）運用とす

れば、問題ないかもしれませんが、紙の

無駄です。全ての申告者がeLTAXユー

ザーとなり、市からプレ申告データを送り

紙の申告書は送らないようになれば生じ

ない問題であるとは思いますが、現状で

は、申告区分に応じた出力分けは、まだ

必要な機能ではないでしょうか。

全資産申告と増減申告を別々に出力

できる機能についてはなくても問題ありま

せん。

特になし。 ■回答集計

必要：２団体　G市、I市

不要（異議なし）：８団体　A市、B市、C市、E市、F市、H市、K市、地方税共同機構

■事務局

事務局方針のとおりといたします。

（G市、I市）

・帳票出力時の山分け設定については、業務共通要件に以下のとおり要件化いたしました。

　実装すべき機能

「…また、印刷イメージデータの出力においては、帳票印刷作業の都合に合わせて、当該帳票の出力項目

を用いて山分け条件やソート順を任意に設定できること。…」

　実装してもしなくても良い機能

「…当該帳票の出力項目以外のデータ項目を用いて、山分け条件やソート順を任意に設定できること。

…」

申告区分（全資産申告、増減資産申告）については、償却資産申告書及び種類別明細書（増加資

産・全資産用）の出力項目以外のデータ項目（申告する事業者が記入する）であるため、実装してもし

なくても良い機能の中での実装（実装有無はベンダに委ねられる）と整理いたします。

33 帳票 償却 168 大臣・知事配

分一覧表

出力条件：対象となる期別を指定でき

ること。

上記について、K市、意見提案市に必要

性を確認する。

基本的には反映しない方針である。

※E市、F市から追って必要性への回答

が来る可能性あり。

【K市】

帳票WT⑥で検討いたしました、全国意見照会No.168について、

「大臣・知事配分一覧表」の出力条件として「・対象となる期別を指定できること。」は、不要とする方針ですが、問題ないか確

認させてください。 ●

承知した よろしいと考えます。 問題なし。 問題ありません 異議なし。 異議なし 不要と考えます。 問題ありません。 特になし。 ■回答集計

異議なし：全回答団体

■事務局

事務局方針のとおりといたします。

35 機能 償却 3.1.2

.

2508 償却資産課

税台帳の複

数年度を対

象とした修正

（更正）処

理

以下のとおり、要件を修正する方針、シ

ステム上の実現可否についてAPPLICに

確認。

『3.1.18.にて要件化済みの想定です

が、「最新年度において入力した一品情

報を過年度に複写する」の意味合いをく

み取れるようにするため、以下のとおり追

記したいと思います。

「過年度更正時に複数年度（現年度

含む。）を選択して、償却資産課税台

帳上の情報を管理（設定・保持・修

正）できること。」』

APPLIC税TFにも確認した結果、3.1.18.の機能を以下のとおり修正いたします。

修正前　「過年度更正時に複数年度を選択して、償却資産課税台帳上の情報を管理（設定・保持・修正）できること。」

修正後　「複数年にわたる更正の際は、現年（または過去年）に登録した情報を基に他年度へ複写登録できること。」

＜総務省より質問＞

 償却資産において、申告漏れ資産等について一品情報を過年度に複写入力する機能を仕様に含めるために以下のとおり

要件を修正する方針です。

　これについて、仕様化された場合は実装をご検討頂ける内容か、技術的に可能な仕様となっているか、課題など、ご意見を

頂戴できると幸甚です。

全国意見照会時の固定資産税 機能要件3.1.18.

過年度更正時に複数年度（現年度含む。）を選択して、償却資産課税台帳上の情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

＜APPLIC税TF＞

ご提示の修正案では、操作性について制限される表現と受け取れます。複数年度に複写するのが目的であるならば、「複数

年にわたる更正の際は、現年（または過去年）に登録した情報を基に他年度へ複写登録できること。」としてはいかがでしょう

か。

　事務局方針のとおりといたします。
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